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　平成２７年第５回定例会が、１２月１日から１２月１７日ま
での１７日間の会期で開かれました。
　斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条
例についてなど１７議案を可決、人事案件１件について同意し
ました。また、１件の陳情について審議しました。
　最終日には、２件の意見書を発議しました。
　それぞれの結果は、下記のとおりです。

9月定例会では12月
定例会では12月
定例会では

案　件 結　果

条例

予算

契約

意見書

人事

陳情

斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例について

斑鳩町学習支援事業の実施に関する条例について

斑鳩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について

斑鳩町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例について

斑鳩町地域包括支援センター設置条例について

斑鳩町組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例について

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

斑鳩町町税条例の一部を改正する条例について

斑鳩町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

平成２７年度斑鳩町一般会計補正予算（第４号）について

平成２７年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について

平成２７年度斑鳩町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について

平成２７年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について

平成２７年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

平成２７年度斑鳩町水道事業会計補正予算（第１号）について

流域貯留浸透事業（東町池）工事請負契約の締結について

平成２７年度斑鳩町公共下水道管渠築造工事請負契約の締結について

斑鳩町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求めることについて

警察・検察の取調べの全過程の可視化（録音・録画）及び捜査機関の手持ち証拠
の全面開示を求める意見書の採択について

取調べの可視化（録音・録画）対象事件の拡充を求める意見書について

国民的理解と合意の得られていない平和安全保障関連法の廃止を求める意見書について

賛成多数で可決

満場一致で可決

満場一致で可決

満場一致で可決

賛成少数で不採択

賛成少数で否決

満場一致で同意

　議会に上程された議案書は、役場３階の議会事務局で閲覧することができます。それぞれの議案について、詳しく知りたい場合
は、役場３階の議会事務局までお越しください。　　　　　　　　　　　　　　　　　議会事務局( ☎７４－１００１　内線３０２）

議会の議案書を閲覧できます

8ページに賛否
の討論

９・１０ページに
賛否の討論

上村定衛門氏
を選任すること
に同意

❷
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12月
定例会では

　本定例会での一般質問は、12月４日・7日の両日、8人の議員が

行いました。質問と答弁の内容を要約し、お知らせします。　　

　２日間で、延べ12人の方が傍聴に来られました。　　

地
域
活
性
化・地
域
住
民
生
活
等

緊
急
支
援
金
に
つ
い
て

小 村 尚 己　議員

奈良県市町村総合事務組合の
　　　不透明な運営について

木 澤 正 男  議員

一 般 質 問

議
員　

地
域
活
性
化
・
地
域
住

民
生
活
等
緊
急
支
援
金
と
は
何

か
伺
い
ま
す
。

総
務
部
長　

地
方
創
生
の
一
環

と
し
て
、
先
駆
性
の
あ
る
事
業

の
実
施
計
画
を
策
定
し
た
自
治

体
や
、
平
成
27
年
10
月
ま
で

に
、
地
方
版
総
合
戦
略
を
策
定

し
た
自
治
体
に
国
が
上
乗
せ
す

る
交
付
金
で
ご
ざ
い
ま
す
。

議
員　

10
月
ま
で
に
総
合
戦
略

を
策
定
し
た
市
町
村
に
は
最
大

１
０
０
０
万
円
の
交
付
金
が
配

分
さ
れ
る
「
タ
イ
プ
Ⅱ
」
で
す

が
、
斑
鳩
町
の
対
応
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
か
を
伺
い
ま

す
。

総
務
部
長　

本
町
の
総
合
戦
略

の
策
定
方
針
と
し
ま
し
て
は
、

国
等
の
動
き
を
見
極
め
な
が

ら
、
あ
る
程
度
の
時
間
を
か
け

て
議
論
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

り
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
既
存
の
施
策
と
の

整
合
性
も
図
り
な
が
ら
、
将
来

的
な
負
担
も
十
分
考
慮
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
も
の
と
判
断
し

た
こ
と
か
ら
「
タ
イ
プ
Ⅱ
」
の

交
付
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
見

送
っ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま

す
。

議
員　

今
回
の
対
応
に
つ
い
て

は
、
国
等
の
地
方
創
生
の
動
き

が
不
明
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、
将

来
的
な
リ
ス
ク
を
考
え
た
と
き

に
見
送
る
べ
き
だ
っ
た
と
い
う

点
は
私
も
納
得
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
が
住
民

に
伝
わ
っ
て
い
な
い
点
で
す
。

住
民
の
方
か
ら
「
な
ぜ
計
画
を

前
倒
し
に
し
て
で
も
交
付
金
を

と
り
に
い
か
な
か
っ
た
ん

だ
。
」
「
民
間
の
経
営
感
覚
と

は
違
う
。
」
な
ど
の
声
も
聞
い

て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
図

が
あ
り
、
今
回
は
質
問
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
他
の
事
例
で
も
、
住
民

の
皆
様
の
不
満
の
多
く
は
し
っ

か
り
と
説
明
を
す
れ
ば
取
り
除

け
る
も
の
だ
と
私
は
思
っ
て
お

り
ま
す
。
今
後
も
い
ろ
い
ろ
な

場
面
で
説
明
責
任
を
果
た
し
て

い
っ
て
下
さ
い
。

　

ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
バ

ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
す

と
、
紙
面
の
よ
う
な
制
約
は
ほ

と
ん
ど
な
く
な
り
ま
す
。
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
活
用
等
で
よ
り
多

く
の
情
報
提
示
・
開
示
を
お
願

い
し
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問

※

全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査

　

に
つ
い
て

※

情
報
教
育
や
生
活
習
慣
改
善

　

の
取
り
組
み
に
つ
い
て

※

家
庭
教
育
の
必
要
性
に
つ
い
て

議
員　

奈
良
新
聞
の
記
事
で

は
、
斑
鳩
町
も
加
入
し
て
い
る

退
職
手
当
組
合
基
金
の
投
資
運

用
で
20
億
円
も
の
損
失
が
出
て

い
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
間
退
職
手
当
基
金
へ
の
負

担
金
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
き

ま
し
た
が
、
今
後
、
退
職
者
が

増
え
る
か
ら
基
金
が
足
り
な
く

な
る
と
い
う
説
明
は
あ
り
ま
し

た
が
、
投
資
運
用
で
損
失
を
出

し
た
と
い
う
説
明
は
一
切
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ど
う
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

No.87❸
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道
路
整
備

宮 﨑 和 彦　議員

総
務
部
長　

奈
良
県
の
退
職
手
当

組
合
で
は
、昭
和
48
年
に
基
金
を

設
置
さ
れ
、そ
の
後
の
運
用
に
よ
る

剰
余
金
と
運
用
収
益
を
合
わ
せ
て

平
成
13
年
度
末
に
は
約
１
６
０
億

円
の
基
金
を
保
有
さ
れ
て
い
ま
し

た
。

　
一
方
、団
塊
の
世
代
の
大
量
退
職

に
備
え
負
担
金
率
の
引
き
上
げ
が

必
要
で
し
た
が
、県
内
市
町
村
の

財
政
状
況
が
全
国
的
に
見
て
も
低

く
、負
担
金
率
の
引
き
上
げ
は
行

わ
ず
、当
面
基
金
の
取
り
崩
し
に

よ
り
対
応
し
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
、

平
成
23
年
ま
で
負
担
金
率
は
据
え

置
か
れ
ま
し
た
。そ
の
際
、換
金
し

や
す
い
債
券
か
ら
順
次
換
金
さ
れ
、

簿
価
を
下
回
り
売
却
差
損
が
生
じ

る
満
期
前
の
債
券
に
つ
い
て
も
売
却

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
結
果
、約
20
億

円
の
売
却
差
損
が
生
じ
た
と
聞
い

て
い
ま
す
。

議
員　

そ
も
そ
も
仕
組
債
な
る
も

の
に
投
資
を
す
る
よ
う
な
運
営
を

だ
れ
が
ど
こ
で
決
め
た
の
で
し
ょ
う

か
。ま
た
、そ
の
見
通
し
も
非
常
に

甘
い
こ
と
か
ら
損
失
を
出
す
結
果

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

基
金
の
運
用
が
適
正
で
あ
っ
た
の
か

と
い
う
点
も
含
め
て
議
会
と
し
て

も
チ
ェッ
ク
が
必
要
だ
と
考
え
ま

す
。で
す
か
ら
、市
町
村
総
合
事
務

一 般 質 問

組
合
の
職
員
な
ど
き
ち
ん
と
説
明

で
き
る
人
に
来
て
い
た
だ
く
な
ど
し

て
、概
要
だ
け
で
は
な
く
詳
細
な
説

明
を
求
め
ま
す
。

　

ま
た
、奈
良
県
市
町
村
会
館
の

維
持
・
管
理
が
19
年
間
同
じ
業
者

と
随
意
契
約
を
交
わ
し
て
き
た
問

題
や
事
務
局
長
が
県
庁
Ｏ
Ｂ
の
天

下
り
先
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
問

題
、情
報
公
開
制
度
も
整
備
さ
れ

て
い
な
い
な
ど
、不
透
明
な
運
営
が

際
立
っ
て
お
り
、こ
れ
ら
に
つ
い
て
も

詳
細
な
説
明
を
求
め
ま
す
。

そ
の
他
の
質
問

※

18
歳
選
挙
権
に
つ
い
て

※

国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ
い
て

議
員　

都
市
計
画（
安
堵
王
寺

線
）の
見
直
し
に
つ
い
て
問
う
。

都
市
建
設
部
長　

安
堵
町
窪
田
か

ら
神
南
５
丁
目
に
至
る
４・４
㎞
の

路
線
で
昭
和
42
年
に
、奈
良
県
よ

り
都
市
計
画
決
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。整
備
に
よ
り
慢
性
的
と
な
っ

て
い
る
国
道
25
号
や
県
道
大
和
高

田
斑
鳩
線
の
渋
滞
解
消
に
よ
る
交

通
の
円
滑
化
に
加
え
、生
活
道
路
へ

の
通
過
交
通
の
減
少
を
図
る
こ
と

に
よ
り
歩
行
者
や
自
転
車
の
安
全

が
確
保
で
き
、災
害
時
に
緊
急
輸

送
道
路
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
、必
要
な
路
線
で
あ

る
。

議
員　

新
た
に
16
ｍ
道
路
を
作
る

の
で
は
な
く
、神
南
服
部
の
三
代
川

堤
防
の
拡
幅
、興
留
服
部
の
三
代

川
堤
防
の
対
岸
通
行
な
ど
、色
々

な
考
え
の
も
と
で
、見
直
し
を
考
え

て
い
た
だ
き
た
い
。

　

大
和
川
・三
代
川
堤
防
道
路
の

整
備
が
止
ま
っ
て
い
る
理
由
に
つ
い

て
問
う
。

都
市
建
設
部
長　

大
和
川
堤
防
の

整
備
を
進
め
て
い
る
整
備
区
間
は

民
家
に
近
接
す
る
た
め
、地
元
と
の

協
議
に
時
間
を
要
す
る
と
と
も

に
、道
路
構
造
物
等
を
堤
防
敷
に

設
置
す
る
こ
と
か
ら
、取
付
道
路

等
に
伴
う
構
造
物
の
設
置
に
つ
い

て
、河
川
基
準
と
の
関
係
か
ら
河
川

管
理
国
土
交
通
省
と
の
協
議
に
も

時
間
を
要
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　

三
代
川
堤
防
線
は
、先
線
の
拡

幅
予
定
箇
所
に
地
籍
混
乱
地
が
存

在
し
て
お
り
、関
係
地
権
者
の
合

意
が
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
中

断
し
て
い
る
。

議
員　

協
力
し
て
い
た
だ
い
て
い
る

地
権
者
の
方
々
、住
民
の
た
め
に

も
、一
日
で
も
早
く
整
備
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

　

公
共
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路

（
通
学
路・生
活
道
路
）に
つ
い
て
歩

道
が
な
く
通
行
に
危
険
で
あ
る
と

感
じ
て
い
る
が
、計
画
は
あ
る
の
か

問
う
。

都
市
建
設
部
長　

学
校
等
の
公
共

施
設
の
周
辺
に
お
い
て
は
、基
本
的

に
歩
道
の
設
置
を
行
う
が
、十
分

な
整
備
は
で
き
て
い
な
い
状
況
で
あ

る
。歩
道
整
備
の
具
体
的
な
計
画

は
示
し
て
な
い
が
、通
学
路
に
つ
い
て

毎
年
度
、国・県・西
和
警
察・教
育

委
員
会・Ｐ
Ｔ
Ａ
と
通
学
路
安
全
点

検
を
実
施
、危
険
箇
所
は
対
策
と

し
て
水
路
蓋
や
防
護
柵
の
設
置
、

路
面
表
示
等
の
対
策
を
講
じ
て
い

る
状
況
で
あ
る
。

▶
奈
良
県
市
町
村
会
館

❹
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地震及び洪水ハザードマップの
再検討について

奥 村 容 子  議員

男
女
共
同
参
画

推
進
計
画
に
つ
い
て

平 川 理 恵　議員

町政ここが聞きたい

議
員　

２
０
１
１
年
の
東
北
大
震

災
を
受
け
、今
度
は
東
南
海
地
震

が
い
つ
起
こ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い

状
態
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

斑
鳩
町
の
住
民
の
皆
様
を
水
害
や

地
震
の
被
害
か
ら
守
る
た
め
、平
時

か
ら
水
害
や
地
震
の
リ
ス
ク
を
認

識
し
て
い
た
だ
き
、的
確
な
避
難
行

動
が
と
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。洪
水
及
び
地
震
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
を
再
検
討
さ
れ
る
考
え
に

つ
い
て
、ま
た
改
定
時
の
周
知
方
法

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

総
務
部
長　

洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

に
つ
い
て
は
、現
在
国
に
お
い
て
３
月

を
目
途
に
大
和
川
の
浸
水
想
定
区

域
の
見
直
し
作
業
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。結
果
が
ま
と
ま
り
次
第
、

洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
改
訂
し
内

容
の
反
映
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。地
震
ハ
ザ
ー
ド
マッ

プ
に
つ
い
て
は
、県
で
地
震
被
害
の

想
定
が
見
直
さ
れ
た
場
合
、そ
の

内
容
に
応
じ
て
見
直
し
の
必
要
性

を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
改
訂
を
行

い
ま
し
た
場
合
、町
内
全
戸
に
配

布
し
、広
報
や
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

を
活
用
し
広
く
周
知
を
図
っ
て
ま

い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

中
高
年
の
引
き
こ
も
り
の

社
会
復
帰
支
援
の
方
策
に
つ
い
て

議
員　

近
年
引
き
こ
も
り
の
高
齢

化
が
進
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。問
題
は
引
き
こ
も
り
を
抱
え

る
親
が
す
で
に
高
齢
化
し
、生
活

困
窮
に
陥
る
世
帯
と
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
ま
す
。相
談
窓
口
へ
の
相

談
件
数
と
そ
の
周
知
方
法
に
つ
い
て

考
え
を
伺
い
ま
す
。

住
民
生
活
部
長　

引
き
こ
も
り
を

含
め
た
生
活
困
窮
者
等
の
相
談
窓

口
と
し
て
、中
和・吉
野
生
活
自
立

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
が
４
月
に
開
設

さ
れ
、10
月
ま
で
の
斑
鳩
町
か
ら
の

新
規
相
談
件
数
は
６
件
で
す
。保

健
セ
ン
タ
ー
で
は
、引
き
こ
も
り
を

含
め
た
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
を
毎

月
１
回
実
施
し
て
い
ま
す
。今
後
、

相
談
に
来
て
い
た
だ
け
な
い
本
人
や

家
族
の
方
が
、相
談
に
き
て
い
た
だ

け
る
よ
う
周
知
方
法
等
に
つ
い
て
工

夫
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

そ
の
他
の
質
問

※

避
難
所
の
備
蓄
物
資
に
つ
い
て

※

子
育
て
応
援
ア
プ
リ
の
推
進
に
つ

　
い
て

議
員　

本
町
で
は
現
在
、第
３
次

男
女
共
同
参
画
推
進
計
画
を
策

定
し
て
い
ま
す
が
、第
２
次
計
画
で

設
定
し
た
数
値
目
標
の
達
成
状
況

は
。

総
務
部
長　
「
町
に
お
け
る
政
策・

方
針
決
定
過
程
へ
の
女
性
の
参
画

推
進
」施
策
と
し
て
設
定
し
た「
審

議
会
等
の
女
性
委
員
割
合
」に
つ
い

て
は
、計
画
の
中
間
年
で
あ
る
平
成

22
年
度
に
30
％
、最
終
年
の
平
成

27
年
度
に
35
％
以
上
を
数
値
目
標

と
し
て
い
ま
す
。達
成
状
況
は
、平

成
22
年
３
月
末
時
点
で
25
・５
％
、

平
成
27
年
３
月
末
時
点
で
28・９
％

と
な
り
、平
成
19
年
３
月
末
時
点

の
23・９
％
と
比
較
し
て
５・０
ポ
イ

ン
ト
上
昇
し
て
い
ま
す
。「
女
性
が

い
な
い
審
議
会
等
の
解
消
」に
つ
い

て
は
、平
成
18
年
度
の
９
つ
か
ら
、平

成
26
年
度
は
６
つ
ま
で
減
少
し
て
い

ま
す
。「
町
管
理
職
の
女
性
割
合

20
％
以
上
の
実
現
」に
つ
い
て
は
、平

成
22
年
４
月
時
点
で
16
・３
％
、平

成
27
年
４
月
１
日
時
点
で
16・７
％

と
な
り
、平
成
18
年
４
月
１
日
時

点
の
13・５
％
よ
り
３・２
ポ
イ
ン
ト

上
昇
し
て
い
ま
す
。

議
員　

審
議
会
委
員
の
女
性
比
率

は
、大
学
の
先
生
な
ど
に
よ
っ
て
引

き
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ま
す
。こ
う
し
た
場
に
出
て
発
言

す
る
女
性
を
住
民
の
中
か
ら一
人
で

も
多
く
増
や
し
て
い
く
た
め
の
取

組
を
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い

ま
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

総
務
部
長　

自
治
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
、

子
ど
も
会
な
ど
の
地
域
活
動
で
は
、

実
質
的
な
活
動
に
は
女
性
が
多
く

参
加
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

方
針
決
定
の
場
は
ほ
と
ん
ど
男
性

が
占
め
て
い
る
場
合
が
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。政
策・方
針
決
定
の
場

への
女
性
の
登
用
を
進
め
る
と
同
時

No.87❺
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法
隆
寺
駅
前
広
場
に

　

車
イ
ス
マ
ー
ク
ス
ペ
ー
ス
を

嶋 田 善 行　議員

歩いて楽しいまちづくり
　　　　　　　　　について

伴　 吉 晴  議員

に
、女
性
自
身
が
そ
う
し
た
場
に

参
画
す
る
た
め
の
力
を
つ
け
て
い
く

こ
と
も
重
要
で
あ
り
、第
３
次
計

画
に
お
い
て
も
取
り
組
み
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

議
員　

障
害
者
差
別
解
消
法
に
対

す
る
本
町
の
対
応
は
。

住
民
生
活
部
長　
「
斑
鳩
町
障
害

者
福
祉
計
画
」の
策
定
に
お
い
て
、

障
害
に
よ
る
障
壁
の
除
去
を
盛
り

込
ん
だ
施
策
体
系
の
見
直
し
を
行

い
ま
し
た
。社
会
的
障
壁
の
除
去

と
合
理
的
な
配
慮
に
つ
い
て
は
、施

設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
や
手
話
通
訳

者
の
設
置
等
の
対
応
は
し
て
き
ま

し
た
が
、よ
り
一
層
、個
々
の
障
害
に

応
じ
た
障
壁
の
除
去
を
行
っ
て
ま
い

り
た
い
。

一 般 質 問

議
員　

Ｊ
Ｒ
法
隆
寺
駅
前
南
北
広

場
に
は
障
害
者
専
用
の
乗
降
ス
ペ
ー

ス
が
な
く
、特
に
雨
天
時
に
は
、乗

用
車
が
渋
滞
し
、車
イ
ス
利
用
者
の

方
が
乗
っ
た
車
が
、エ
レ
ベ
ー
タ
ー
昇

降
口
付
近
に
近
づ
け
ず
、大
変
困
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。車
イ
ス
マ
ー
ク
の

乗
降
用
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
は
難
し
い

の
で
し
ょ
う
か
。

都
市
建
設
部
長　

障
害
者
用
乗

降
用
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
に
つ
い
て
は
、

来
年
度
以
降
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
本

構
想
の
策
定
を
予
定
し
て
お
り
、

そ
の
時
に
、ど
の
よ
う
に
す
る
の
か

検
討
し
て
い
き
た
い
。

議
員　

来
年
度
以
降
に
検
討
す
る

と
の
こ
と
で
す
が
、障
害
者
用
乗
降

ス
ペ
ー
ス
の
確
保
が
、そ
ん
な
に
時

間
の
か
か
る
難
し
い
こ
と
な
ん
で
し

ょ
う
か
。北
口
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
前
に
ス

ペ
ー
ス
は
あ
り
ま
す
。ま
た
、南
口
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
前
の
タ
ク
シ
ー
待
機
ス
ペ

ー
ス
の
西
側
に
も
ス
ペ
ー
ス
は
あ
り

ま
す
。早
急
に
調
査
さ
れ
車
イ
ス
マ

ー
ク
の
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
ま
す
。

　
議
員　

法
隆
寺
駅
南
方
農
地
の
土

地
区
画
整
理
事
業
の
今
後
の
進
捗

状
況
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

都
市
建
設
部
長　

組
合
施
行
に
よ

る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
手
法
に

よ
り
良
好
な
市
街
地
形
成
を
図
る

こ
と
と
さ
れ
、平
成
23
年
に
市
街

化
調
整
区
域
か
ら
市
街
化
区
域
に

編
入
さ
れ
た
が
、現
時
点
に
お
い
て

は
具
体
的
な
事
業
計
画
が
示
さ
れ

て
い
な
い
状
況
で
あ
り
ま
す
。

議
員　

こ
の
区
画
整
理
区
域
内
で

は
す
で
に
、民
間
業
者
に
よ
る
宅
地

造
成
が
行
わ
れ
て
お
り
、当
初
計

画
通
り
の
区
画
整
理
事
業
は
難
し

い
と
思
わ
れ
ま
す
。そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、区
画
整
理
の
減
歩
に
よ
り
生

じ
た
土
地
の一
部
を
、い
か
る
が
ホ
ー

ル
か
ら
Ｊ
Ｒ
法
隆
寺
駅
南
口
ま
で

の
ア
ク
セ
ス
道
と
し
て
利
用
す
る
計

画
道
路
の
今
後
に
つ
い
て
伺
い
ま

す
。

都
市
建
設
部
長　

法
隆
寺
駅
南
口

の
整
備
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、町

と
し
て
も
十
分
に
認
識
し
て
い
ま

す
。ア
ク
セ
ス
道
に
つ
い
て
も
、そ
の

ル
ー
ト
に
つ
い
て
地
元
の
理
解
を
得

ら
れ
る
よ
う
に
検
討
し
て
ま
い
り

ま
す
。

議
員　

大
型
観
光
バ
ス
が
西
名
阪

バ
イ
パ
ス
か
ら
悠
々
と
斑
鳩
の
玄
関

口
で
あ
る
法
隆
寺
駅
南
口
ま
で
接

続
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
、こ
の
ア
ク

セ
ス
道
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。ぜ
ひ

と
も
事
業
を
進
め
ら
れ
る
こ
と
を

期
待
し
ま
す
。

議
員　

観
光
面
で
は
斑
鳩
町
が
有

す
る
様
々
な
資
源
を
再
発
見
・
再

発
掘
す
る
に
は
、ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
し

な
が
ら
斑
鳩
を
楽
し
ん
で
い
た
だ

く
こ
と
が
最
適
な
こ
と
だ
と
思
う
。

ま
た
住
民
の
方
々
が
健
康
を
維
持

す
る
た
め
に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
さ
れ
て

い
る
姿
を
よ
く
見
か
け
る
。

　

そ
こ
で
、ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
楽
し
ん

で
い
た
だ
く
た
め
に
、観
光
ス
ポ
ッ
ト

と
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
結
ぶ
ル
ー
ト
や

公
園
と
公
園
を
結
ぶ
ル
ー
ト
に
消

費
カ
ロ
リ
ー
と
距
離
を
表
示
し
た

▲JR法隆寺駅南口駅前広場エレベータ付近
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学
習
支
援
の

　
　
　
　

利
用
料
に
つ
い
て

濱　眞 理 子　議員

町政ここが聞きたい

歩
き
や
す
い
マ
ッ
プ
づ
く
り
を
考
え

て
は
と
思
う
が
、町
の
考
え
を
伺

う
。

都
市
建
設
部
長　

現
在
、当
町
で

は
自
然
環
境
や
観
光
ス
ポ
ッ
ト
な

ど
を
組
み
合
わ
せ
た
散
策
ル
ー
ト

と
し
て
６
つ
の
ル
ー
ト
設
定
を
行
い
、

大
変
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。

　

ま
た
、い
か
る
が
溜
池
に
お
い
て
、

周
遊
道
路
や
公
園
整
備
を
県
営
事

業
と
し
て
進
め
ら
れ
て
お
り
、平
成

31
年
度
に
完
成
す
る
予
定
で
あ
り

ま
す
。完
成
後
に
お
い
て
は
こ
れ
ら

の
コ
ー
ス
を
取
り
入
れ
た
散
策
ル
ー

ト
な
ど
も
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、ご
指
摘
の
歩
い
た
際
の
カ
ロ

リ
ー
表
示
や
距
離
表
示
な
ど
は
マッ

プ
作
成
の
中
で
参
考
に
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

議
員　

法
隆
寺
周
辺
と
三
室
山
、

竜
田
公
園
を
結
ぶ
中
間
点
に
あ
る

生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩
を
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
中
の
休
憩
場
所
や
情
報
発

信
の
拠
点
に
最
適
と
思
う
が
、町
の

見
解
を
伺
う
。

住
民
生
活
部
長　

生
き
生
き
プ
ラ

ザ
斑
鳩
の
近
く
に
は
、い
か
る
が
パ

ー
ク
ウ
ェ
イ
や
竜
田
公
園
が
あ
る
こ

と
か
ら
、町
内
を
散
策
さ
れ
る
方
の

拠
点
や
休
憩
場
所
と
し
て
、そ
れ

ぞ
れ
の
ニ
ー
ズ
に
あ
わ
せ
た
健
康
づ

く
り
の
拠
点
と
な
る
よ
う
に
努
め

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

議
員　

健
康
の
維
持
・
増
進
ま
た

は
観
光
振
興
の
た
め
の
町
の
考
え

方
を
伺
う
。

住
民
生
活
部
長　

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

等
の
取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
で
、

生
き
が
い
を
持
ち
元
気
で
幸
せ
に

暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
健
康
長
寿

社
会
が
め
ざ
せ
る
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

議
員　
い
ろ
い
ろ
な
取
り
組
み
の
中

で
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
奨
励
す
る
こ
と

で
、財
政
上
の
自
主
財
源
の
確
保
や

国
民
健
康
保
険
の
持
続
的
健
全
化

を
推
進
す
る
よ
う
願
い
ま
す
。

議
員　

新
規
の「
学
習
支
援
」事

業
に
つ
い
て
、そ
の
趣
旨
に
は
反
対

は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、利
用
料
の
徴

収
に
は
反
対
で
す
。月
額
千
円
の

金
額
の
根
拠
と
、徴
収
予
定
額
と

事
業
費
は
い
く
ら
で
す
か
。三
郷
町

で
は
無
料
で
す
。

教
育
長　

利
用
料
は
他
の
自
治
体

の
金
額
を
参
考
と
し
ま
し
た
。学

校
教
育
と
は
異
な
る
特
定
の
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
の
で
、利
用
料
の

負
担
を
設
定
し
ま
し
た
。利
用
料

の
負
担
が
学
習
意
欲
の
向
上
に
つ

な
が
り
、主
体
的
な
参
加
が
で
き

る
と
考
え
ま
す
。

　

生
活
保
護
受
給
世
帯
は
無
料
と

い
た
し
ま
す
。参
加
人
数
は
小
学

校
90
人
、中
学
校
30
人
と
見
込
ん

で
い
ま
す
。年
間
１
１
０
万
円
の
収

入
見
込
み
で
す
。人
件
費・教
材
費

等
で
２
５
０
万
円
の
支
出
見
込
み

で
す
。

議
員　

生
活
保
護
受
給
世
帯
の
中

学
生
対
象
の
県
事
業
が
王
寺
町
で

行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、町
内
の
参
加

者
は
あ
り
ま
す
か
。

教
育
長　

把
握
し
て
い
ま
せ
ん
。

議
員　

生
活
保
護
受
給
世
帯
は

年
々
増
加
し
て
お
り
ま
す
。し
か

し
、生
活
困
窮
者
は
こ
の
何
倍
も
お

ら
れ
ま
す
。生
活
保
護
の
受
給
要

件
を
満
た
し
て
い
て
も
保
護
受
給

申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
世
帯
も
多
い

で
す
。就
労
や
雇
用
形
態
の
悪
化
、

賃
金
の
実
質
減
少
、収
入
の
不
安

定
、消
費
税
・
保
険
税
等
の
値
上

げ
、医
療
費
の
負
担
増
、も
ち
ろ
ん

教
育
費
も
増
え
、困
窮
の
度
合
い
は

ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
ま
す
。提

案
説
明
に
あ
っ
た「
学
習
塾
の
費
用

が
捻
出
で
き
に
く
い
世
帯
」と
は
ま

さ
に
生
活
困
窮
と
い
え
ま
す
。町
の

財
政
規
模
、ま
た
保
護
者
負
担
の

必
要
性
、そ
し
て
提
案
趣
旨
の
理

念
に
照
ら
し
、利
用
料
の
徴
収
は

必
要
な
い
と
思
い
ま
す
。

教
育
長　

義
務
教
育
は
無
償
で
す

が
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
サ
ー
ビ
ス
な
の

で
利
用
料
を
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

議
員　

通
学
し
て
い
る
学
校
で
放

課
後
の
実
施
や
小
学
４・５・６
年

生
、中
学
全
学
年
を
対
象
と
す
る

こ
と
は
評
価
で
き
ま
す
が
、子
ど
も

の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律
の
目
的
同
様
に
、多
く
の
方
が
参

加
で
き
る
よ
う
再
考
を
求
め
ま

す
。

そ
の
他
の
質
問

※

防
災
士
の
拡
充
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー

　

ク
づ
く
り
に
つ
い
て

※

町
職
員
の
接
遇
に
つ
い
て

▶
い
に
し
え
浪
漫
街
道

　

ツ
ー
デ
ー
ウ
ォ
ー
ク

No.87❼
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斑鳩町学習支援事業の実施に関する条例について
本議案については、修正動議が提出され、修正案に対する賛成意見と、原案に対する賛成意見の討論がありました。
修正案は、条例案原案で「月額1,000円」とされている利用料を「無料」とするものです。

【修　正　案　賛　成　意　見】　濱　議　員

　提案の趣旨・内容については、評価できるものとの見
解ですが、利用料には反対です。
　経済的に厳しい生活環境から、学習塾の費用が捻出で
きにくい家庭の子どもさんが放課後指導を受けられる
ようにすることは、充実した施策であると考えます。し
かし、教育の機会均等、義務教育の無償等基本的な権利
を保障してこそ、この条例の価値があるものと思いま
す。
　生活保護受給者世帯は無償とありますが、生活困窮の
程度は、受給の有無では計れません。
　利用者の子どもたちの間で、有償・無償の違いが存在
し、もしも保護の有無が明らかになった場合の心境を思
えば、楽しく、明るく集うべき場所には似つかわしくな
い、不必要な、利用料の制定です。修正案では、この利用
料の項目を削除し、制度の無償を求めるものです。

【原　案　賛　成　意　見】　平　川　議　員

　学習支援事業の利用料として、児童生徒一人当たり月
額1,000円をご負担いただくことについては、学校教
育とは異なる特定のサービスを受けるということであ
り、この事業に参加されない方との公平性について十分
に考慮する必要があると思います。また、代表監査委員
からは、受益者負担の視点を常に持つべきであると指摘
されています。さらに、低所得者に配慮した金額を設定
されていますので、自己負担をいただくことについては
一定の理解をいただけるものと考えます。
　家庭の事情により教育の機会が左右されることが
あってはならず、この取組みは必要な施策であると考え
ています。
　なお、子育て支援の観点から、利用料の減免の取扱い
について、意見や要望があったことについては、事業実
施にあたり十分検討されるよう意見を申し添えます。

本 会 議 で の
討 論

議案に対して賛否が分かれた場合、議員が自己の賛否の意見を表明し、
その理由を述べる「討論」を行います。
12月定例会では、5件の討論が行われました。

斑鳩町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例について

【反　対　意　見】　濱　議　員

　条例制定は法の制定に伴う事務手続きを行うもので、
実際の窓口業務や各種申請手続きで、住民の利便性の向
上が見込まれますが、私は、このマイナンバー制度自体
に反対なため、この条例案についても反対です。
　全国的に番号の通知業務が行き届かず、受取りができ
ていない方、本人確認ができないなど、充分な体制がと
れているとは言い難い状況です。
　施行期日に合わせて、条例制定や規則等を整備するの
は、行政機関の必然であるかもしれませんが、個人情報
の漏えいやすでに番号を聞き出そうとするなどの詐欺
的な事件が起こっており、住民からはそのリスクの高さ
を危惧する声があがっております。このような住民のみ
なさんの代表として、反対意見を述べました。

【賛　成　意　見】　井　上　議　員

　番号法では、地方公共団体の責務として、行政事務の処
理において個人番号を利用することにより、住民の利便
性の向上と行政運営の効率化に資することとされてお
り、斑鳩町においても、福祉や医療などの分野の独自事務
について、手続きの利便性の向上や事務処理の効率化を
図るため、本条例を制定するものです。
　本条例が制定されなかった場合、例えば、子ども医療費
の助成や保育園入園の申請時に、他の市町村では所得証
明が必要でないのに、斑鳩町では必要となりますが、保護
者の理解を得られるのでしょうか。また、斑鳩町に転入を
考えておられる方は、どのように感じられるでしょうか。
斑鳩町は、転入者に選ばれる町になるでしょうか。斑鳩町
は、選ばれる町をめざさなければなりません。
　以上のことから、本条例について賛成するものです。

■■■■■■■

❽
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取調べの可視化（録音・録画）対象事件の拡充を求める意見書について

【反　対　意　見】　伴　議　員

　自白の強要や冤罪を防止することは大切なことだと
認識しています。
　しかし、可視化が拡充することによって、警察及び被
疑者による可視化に伴う権利の内容の濫用をどのよう
に防止するのかがまだ見えてこない現状での可視化の
推進は、国民生活に与える影響が大き過ぎると言わざる
を得ません。
　具体的には、映像の編集や修正の技術は進歩してお
り、映像の真実性の担保をどのようにするのか、また、捜
査関係者の負担の増大に対する対策も見えていないの
が現状です。
　平成22年 3月議会及び平成25年 3月議会で可視
化の実現を推進する意見書に対し、議論をさせていただ
いたときから今日まで大きく進展があったとは言えず、
また、可視化の推進の問題は国会の議論の推移を見守る
ことも必要であると考えますので、意見書の提出につい
ては反対します。

【賛　成　意　見】　平　川　議　員

　継続審議中の法案では、取り調べの録音・録画の対象
は裁判員裁判対象事件・検察官独自捜査事件に限られ、
わずか 3％にとどまっています。4名もの誤認逮捕被害
者を出したＰＣ遠隔操作事件や痴漢冤罪事件など大部
分の事件が録音・録画の対象外であり、不十分と言わざ
るを得ません。性犯罪やストーカー事件などについて
は、現在も被害者に配慮した裁判の手法が進められてお
り、取り調べの可視化がその妨げになることはないと考
えます。
　取り調べの可視化を行うことで、捜査官が供述者を威
圧したり、利益誘導したりといった違法・不当な取調べ
による冤罪を防止することができると考えています。ま
た、供述者が公判において「強引な取り調べで自白を強
いられた」として供述を翻した場合に、客観的に検証を
することもできます。

国民的理解と合意の得られていない平和安全保障関連法の
廃止を求める意見書について

【反　対　意　見】　奥　村　議　員

　「平和安全法制」の整備の目的は、日本を取り巻く安全

保障環境が激変し、厳しさを増す中で、隙間のない防衛

体制を構築し、抑止力を高め紛争を未然に防ぐもので

す。

　国際社会の平和と安定に、これまで以上に積極的に貢

献することにより、日本の平和を一層強固にしていくも

のです。

　「平和安全法制」は、憲法９条の下にあり、「世界のどこ

でも自衛隊を派遣し、他国の戦争を支援するものだ」と

いった批判は厳格な要件や手続きを無視したもので、全

く当てはまりません。

　今回の法整備は、衆参両院において、200時間を超え

る審議がなされ、安全保障関連の法律としては、最長の

審議時間を費やされています。以上のことから反対する

ものです。

【賛　成　意　見】　木　澤　議　員

　11月 13日にパリで大規模なテロ行為が行われ、多

くの市民が犠牲になりました。テロという無法な行為は

絶対に許すことはできませんが、テロの温床を広げてい

る要因こそがイラクで行われている空爆などの市民を

巻き添えにしたアメリカ軍による軍事行動です。そのア

メリカ軍を支援する形で軍隊を送っている国がテロの

標的とされています。日本が安保法に基づいて集団的自

衛権の名の下に自衛隊を海外へ派遣し、アメリカの軍事

支援を行えばテロの標的とされる危険性は格段に高く

なります。また、専守防衛という自衛隊の任務から大き

く逸脱した活動を実践させるために、一内閣が勝手に憲

法の解釈を変え憲法の枠を超えた法律をつくるのは立

憲主義の破壊です。

　私は斑鳩町の議会として意見書を採択し、国に声をあ

げていくべきだと考えます。

■■■■■■■本 会 議 で の 討 論

No.87❾
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警察・検察の取調べの全過程の可視化（録音・録画）及び
捜査機関の手持ち証拠の全面開示を求める意見書の採択について

【反　対　意　見】　小　村　議　員

　今回の意見書は取り調べを「全て」録画・録音すると

いう内容のものです。賛成者の意見は、今国会で衆議院

を通過している法案が「取り調べの録音・録画の全刑事

事件のわずか３パーセントにとどまる」内容になってい

ることを問題視していると思います。

　しかし、私は今回の法案は可視化にむけて前に進んだ

ということと理解しています。そして、３パーセント可

視化することで、今後の経過や様子をみながら国民的議

論の中で徐々に現状の制度がいいのか、可視化を進める

方がよいのかを判断していくべきだと考えます。

　取り調べの全過程の可視化及び捜査機関の手持ち証

拠の全面開示を求める意見書の採択には反対します。

【賛　成　意　見】　濱　議　員

　取り調べの録音・録画は、裁判員裁判対象事件などの

一定事件につき検察官の裁量により、また、警察庁でも

試行がなされていますが、全刑事事件の３％でしかあり

ません。裁判で供述調書の任意性や信用性が争われたよ

うな場合でも、裁判員は録音録画により取り調べの状況

が把握でき、判断ができます。また、誤認逮捕をなくし、

密室での常軌を逸した取り調べに歯止めをかけ、冤罪を

なくすためにはきわめて重要なものとなります。

■■■■■■■本 会 議 で の 討 論

　12月11日（金）委員会を開催し、本会議から付託を
受けた議案について審議しました。

委員会のうごき

議 会運営委員会

◎
陳
情
第
3
号　

警
察
・
検
察
の

取
調
べ
の
全
過
程
の
可
視
化
（
録

音
・
録
画
）
及
び
捜
査
機
関
の
手

持
ち
証
拠
の
全
面
開
示
を
求
め
る

意
見
書
の
採
択
に
つ
い
て

　

こ
の
陳
情
は
、
全
て
の
事
件
の

警
察
・
検
察
に
お
け
る
取
調
べ
を

全
過
程
録
音
・
録
画
す
る
こ
と
及

び
検
査
の
持
っ
て
い
る
全
事
件
の

す
べ
て
の
証
拠
を
弁
護
人
に
開
示

す
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書
の
提

委
員
会
付
託
議
案

出
を
求
め
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
陳
情
を
採
択
す
る
こ
と
に

反
対
の
意
見
と
し
て
は
、
刑
事
訴

訟
法
の
一
部
改
正
案
が
国
会
で
審

議
中
で
あ
る
、
手
持
ち
の
証
拠
の

全
面
開
示
に
つ
い
て
は
反
対
で
あ

る
、
現
在
審
議
中
の
刑
事
訴
訟
法

は
3
％
前
に
進
む
も
の
で
あ
り
、

こ
の
段
階
で
さ
ら
に
議
論
を
深
め

て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
な
ど
の
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
こ
の
陳
情
を
採
択
す
る

こ
と
に
賛
成
の
意
見
と
し
て
は
、

奈
良
県
下
の
他
の
市
町
村
で
も
採

択
を
す
る
議
会
が
増
え
て
き
て
い

る
、先
進
国
の
主
な
と
こ
ろ
で
は
、

も
う
ほ
と
ん
ど
が
全
面
可
視
化
を

実
施
し
て
い
る
、
冤
罪
が
起
こ
る

要
因
で
あ
る
、
警
察
、
検
察
の
自

白
の
強
要
や
証
拠
の
捏
造
を
防
ぐ

た
め
全
面
可
視
化
が
求
め
ら
れ
て

い
る
な
ど
の
意
見
が
あ
り
ま
し

た
。

（
結
果
）
討
論
の
結
果
、
賛
成
少

数
で
不
採
択

　
　
　
　
　
　
（
嶋
田
委
員
長
記
）

10
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■■■■■■■

◎
議
案
第
58
号　

平
成
27
年
度
斑

鳩
町
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）
に
つ
い
て

　

人
事
異
動
と
汚
水
処
理
費
用
の

増
に
伴
う
補
正
と
平
成
27
年
度
奈

良
県
市
町
村
公
営
企
業
財
政
健
全

化
支
援
事
業
の
制
度
に
つ
い
て
の

補
正
で
す
。

（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決
。

◎
議
案
第
61
号　

平
成
27
年
度
斑

鳩
町
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
に
つ
い
て

　

人
事
異
動
に
よ
る
人
件
費
の
補

正
予
算
で
す
。

（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決
。

委
員
会
付
託
議
案

○
議
案
第
52
号　

斑
鳩
町
組
織
機

構
改
革
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備

に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

上
下
水
道
部
を
廃
止
し
て
分
掌

事
務
を
都
市
建
設
部
に
編
入
、
都

市
建
設
部
の
分
掌
事
務
の
一
部
を

総
務
部
に
編
入
、
建
設
水
道
常
任

委
員
会
の
所
管
を
都
市
建
設
部
の

所
管
に
関
す
る
事
務
に
改
め
、
準

用
河
川
の
台
帳
の
保
管
の
担
当
課

の
名
称
を
改
め
、
水
道
事
業
の
管

理
者
の
権
限
を
有
す
る
町
長
の
事

務
を
処
理
す
る
部
の
名
称
を
改
め

る
も
の
で
す
。

　

統
合
す
る
理
由
と
体
制
に
つ
い

て
、
観
光
産
業
課
の
観
光
と
農
業

の
分
離
影
響
に
つ
い
て
、
質
疑
が

あ
り
ま
し
た
。

○
議
案
第
56
号　

平
成
27
年
度
斑

鳩
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４

各
課
報
告
事
項

・
下
司
田
地
の
水
神
に
つ
い
て

・
観
光
景
観
形
成
事
業
と
地
域
経

　
済
循
環
創
造
事
業
補
助
金
に
つ

　
い
て

質
疑
、
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
（
宮
﨑
委
員
長
記
）

そ
の
他

○
都
市
計
画
道
路
の
整
備
促
進
に

関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

○
Ｊ
Ｒ
法
隆
寺
駅
周
辺
整
備
事
業

に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

　

５
号
線
の
西
側
の
歩
道
設
置
の

可
能
性
・
経
緯
・
覚
書
に
つ
い
て
、

駅
北
の
広
場
の
計
画
の
進
捗
に
つ

い
て
、
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

継
続
審
査
案
件

　

12
月
8
日
に
、
全
委
員
出
席
の
も
と
委
員
会
を
開
催
し
、
本
会
議
か
ら

付
託
を
受
け
た
4
議
案
と
継
続
審
査
案
件
等
を
審
査
い
た
し
ま
し
た
の

で
、
そ
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

建
設
水
道
常
任
委
員
会

委員会のうごき

◎
議
案
第
62
号　

流
域
貯
留
浸
透

事
業
（
東
町
池
）
工
事
請
負
契
約

の
締
結
に
つ
い
て

　

工
事
の
請
負
金
額
が
５
０
０
０

万
円
を
超
え
る
た
め
、
議
会
の
議

決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決
。

◎
議
案
第
63
号　

平
成
27
年
度
斑

鳩
町
公
共
下
水
道
管
渠
築
造
工
事

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

工
事
変
更
に
伴
い
、
契
約
予
定

金
額
が
５
０
０
０
万
円
を
超
え
る

た
め
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
で
す
。

（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決
。

号
）
に
つ
い
て

　

歳
入
で
は
、
土
木
費
県
補
助
金

で
市
町
村
公
営
企
業
財
政
健
全
化

支
援
事
業
補
助
金
、
町
債
で
公
的

資
金
借
換
債
公
共
下
水
道
事
業
分

の
増
額
補
正
。

　

歳
出
で
は
、
農
業
総
務
費
、
商

工
総
務
費
、
土
木
総
務
費
、
都
市

計
画
総
務
費
で
人
事
異
動
の
影
響

に
よ
る
人
件
費
の
補
正
。
公
共
下

水
道
費
で
公
共
下
水
道
事
業
へ
の

繰
出
金
の
増
額
補
正
で
す
。

○
農
業
委
員
の
選
出
方
法
の
変
更

に
つ
い
て

　

公
選
制
が
廃
止
さ
れ
、
市
町
村

長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
任
命
す

る
任
命
制
に
な
り
ま
し
た
。

　

現
在
の
農
業
委
員
の
任
期
と
、

任
命
制
の
制
度
に
つ
い
て
質
疑
が

あ
り
ま
し
た
。

○
県
工
事
の
発
注
状
況
に
つ
い
て

　

天
理
斑
鳩
線
の
阿
波
神
社
前
の

町
道
３
２
０
号
線
と
の
交
差
点
付

近
か
ら
東
洋
シ
ー
ル
ま
で
の
区
間

を
、
11
月
26
日
か
ら
平
成
28
年
４

月
28
日
ま
で
施
工
し
ま
す
。

　

富
雄
川
の
暫
定
工
事
に
つ
い

て
、
高
安
地
区
の
茶
の
前
井
堰
付

近
の
両
岸
に
矢
板
を
設
置
し
、
一

部
掘
削
す
る
こ
と
に
よ
り
、
暫
定

的
に
河
川
断
面
を
拡
大
す
る
工
事

が
行
わ
れ
ま
す
。今
年
度
は
矢
板
、

来
年
度
は
掘
削
の
予
定
で
、
工
期

は
12
月
25
日
か
ら
平
成
28
年
４
月

28
日
の
予
定
で
行
わ
れ
ま
す
。

○
聖
徳
太
子
市
に
つ
い
て

　

斑
鳩
市
の
名
称
変
更
で
あ
り
、

開
催
日
は
、
平
成
28
年
１
月
16
日

（
土
）、
17
日
（
日
）
と
２
月
20
日

（
土
）、
21
日
（
日
）
と
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。

　

日
程
に
つ
い
て
、
質
疑
等
が
あ

り
ま
し
た
。

▲昨年の斑鳩市のようす

No.8711
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　１２月９日、全委員出席のもと、本会議
から付託を受けた７議案と継続審査案件に
ついて審査しました。その主な内容につい
て報告します。　 厚 生常任委員会

◎
議
案
第
49
号　

斑
鳩
町
特
定
教

育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型

保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
に
つ
い
て

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
制

定
に
伴
い
、
特
定
教
育
・
保
育
施

設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の

運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
、

本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決
。

◎
議
案
第
50
号　

斑
鳩
町
認
知
症

初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
検
討
委
員

会
設
置
条
例
に
つ
い
て

（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決
。

◎
議
案
第
53
号　

特
別
職
の
職
員

で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

斑
鳩
町
認
知
症
初
期
集
中
支
援

チ
ー
ム
検
討
委
員
会
を
設
置
す
る

こ
と
に
伴
い
、
当
委
員
会
の
委
員

に
支
払
う
報
酬
及
び
費
用
弁
償
を

定
め
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
国
が
定
め
る
「
地
域
支

援
事
業
実
施
要
綱
」
に
基
づ
き
、

本
町
が
支
援
体
制
の
構
築
を
図
る

委
員
会
付
託
議
案

○
環
境
保
全
及
び
ご
み
減
量
化
・

資
源
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
に

つ
い
て

　
「
ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト
」
の
実

現
に
向
け
た
取
り
組
み
状
況
に
つ

い
て
の
報
告
と
斑
鳩
町
廃
棄
物
減

量
等
推
進
審
議
会
で
今
年
が
計
画

の
中
間
年
と
な
る
「
斑
鳩
町
一
般

廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
」
の
見
直

し
（
案
）
が
審
議
中
で
あ
る
こ
と

の
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

継
続
審
査
案
件

　

住
民
か
ら
の
「
路
上
喫
煙
禁
止

区
域
」
に
つ
い
て
の
メ
ー
ル
に
つ

い
て
。

　
　
　
　
　
　
（
小
林
委
員
長
記
）

そ
の
他

○
議
案
第
52
号　

斑
鳩
町
組
織
機

構
改
革
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備

各
課
報
告
事
項

目
的
で
定
め
る
「
斑
鳩
町
認
知
症

総
合
対
策
推
進
事
業
実
施
要
綱
」

も
関
連
し
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決
。

◎
議
案
第
51
号　

斑
鳩
町
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
に
つ

い
て

　

平
成
28
年
度
か
ら
町
が
直
接
事

業
を
実
施
す
る
こ
と
に
伴
い
、
本

条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
そ
の
た
め
に
廃
止
さ
れ

る
「
斑
鳩
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
運
営
協
議
会
設
置
要
綱
」
も

関
連
し
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決
。

◎
議
案
第
57
号　

平
成
27
年
度
斑

鳩
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
に
つ
い

て（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決
。

◎
議
案
第
59
号　

平
成
27
年
度
斑

委員会のうごき

鳩
町
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
３
号
）
に
つ
い
て　

　

補
正
予
算
の
主
な
内
容
は
、
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
直
営
に

伴
う
経
費
で
す
。

（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決
。

◎
議
案
第
60
号　

平
成
27
年
度
斑

鳩
町
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
２
号
）
に
つ
い
て

（
結
果
）
満
場
一
致
で
可
決
。

に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
。

○
議
案
第
56
号　

平
成
27
年
度
斑

鳩
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４

号
）
に
つ
い
て

○
証
明
書
等
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー

ビ
ス
の
検
討
に
つ
い
て

○
斑
鳩
町
地
域
生
活
支
援
事
業
実

施
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
要
綱

に
つ
い
て

○
斑
鳩
町
社
会
福
祉
協
議
会
の
高

齢
者
等
外
出
支
援
事
業
に
つ
い
て

　

丘
陵
地
の
地
区
と
町
内
の
大
型

店
舗
な
ど
を
結
ん
で
、
火
・
金
・

日
曜
日
に
運
行
し
て
い
る
「
生
き

生
き
号
」
に
つ
い
て
、
日
曜
日
に

乗
車
さ
れ
る
人
が
少
な
い
こ
と
か

ら
、
平
成
28
年
４
月
１
日
か
ら
、

日
曜
日
の
運
行
を
や
め
る
予
定
で

あ
る
こ
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し

た
。
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◎
議
案
第
47
号　

斑
鳩
町
個
人
番

号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の

提
供
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

町
民
の
利
便
性
の
向
上
及
び
行

政
事
務
の
効
率
化
を
は
か
る
た

め
、
番
号
法
の
規
定
に
基
づ
き
、

個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人

情
報
の
提
供
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
条
例
で
あ
り
、
委
員
よ

り
、
番
号
法
と
の
整
合
性
に
照
ら

し
た
質
疑
等
が
あ
り
ま
し
た
。

　

本
案
は
賛
否
の
討
論
の
後　

賛

成
多
数
で
原
案
通
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
し
ま
し
た
。

◎
議
案
第
48
号　

斑
鳩
町
学
習
支

援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
条
例
に

委
員
会
付
託
議
案

　

斑
鳩
町
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
（
案
）

は
斑
鳩
町
総
合
戦
略
策
定
の
前
提

と
し
て
、
本
町
の
人
口
動
向
を
踏

ま
え
た
将
来
の
展
望
に
つ
い
て
示

す
も
の
で
、
対
象
期
間
は
２
０
６

０
年
、
平
成
72
年
と
し
、
各
項
目

に
つ
い
て
分
析
結
果
及
び
将
来
の

展
望
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ

ま
し
た
。

　

そ
の
他
の
報
告
と
し
て
、
旧
野

外
活
動
セ
ン
タ
ー
跡
地
が
売
却
で

き
た
こ
と
、
い
に
し
え
浪
漫
街
道

ツ
ー
デ
ー
ウ
ォ
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
に

延
べ
７
５
９
名
の
参
加
者
が
あ
っ

た
こ
と
、
愛
媛
県
松
山
市
と
交
流

協
定
の
協
議
中
で
あ
る
こ
と
等
の

報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

各
課
報
告
事
項

○
斑
鳩
町
に
お
け
る
歴
史
的
史
跡

等
の
発
掘
調
査
、
整
備
保
存
に
関

す
る
こ
と
に
つ
い
て

　

秋
季
特
別
展
の
来
場
者
は
３
０

５
４
名
で
あ
っ
た
こ
と
、
文
化
財

め
ぐ
り
は
参
加
者
が
11
名
で
あ
っ

た
こ
と
な
ど
の
報
告
が
あ
り
ま
し

た
。 継

続
審
査
案
件

　

委
員
よ
り
、
県
道
大
和
高
田
斑

鳩
線
の
防
犯
灯
の
整
備
に
つ
い
て

要
望
が
い
た
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
（
嶋
田
委
員
長
記
）

そ
の
他

　

12
月
10
日
に
、
全
委
員
出
席
の
も
と
委
員
会
を
開
会
し
、
本
会
議
か
ら

付
託
案
件
6
議
案
と
所
管
事
務
の
報
告
事
項
を
慎
重
に
審
議
、
審
査
し
ま

し
た
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
を
報
告
し
ま
す
。

総
務
常
任
委
員
会

つ
い
て

　

本
条
例
案
な
ら
び
に
本
条
例
の

施
行
規
則
及
び
斑
鳩
町
学
習
支
援

事
業
の
利
用
料
の
減
免
に
関
す
る

規
則
に
つ
い
て
一
括
説
明
が
あ

り
、
当
事
業
に
か
か
る
経
費
及
び

収
入
に
つ
い
て
、
利
用
料
の
算
出

に
つ
い
て
、
減
免
に
関
す
る
規
則

に
つ
い
て
、
準
要
保
護
世
帯
や
兄

弟
姉
妹
の
減
免
に
つ
い
て
、質
疑
・

要
望
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

減
免
に
つ
い
て
要
望
等
が
な
さ
れ

て
い
る
の
で
本
条
例
案
を
継
続
審

査
案
件
に
し
て
ほ
し
い
、
と
の
意

見
が
な
さ
れ
、
審
議
の
結
果
、
今

委
員
会
で
表
決
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。
表
決
に
際
し
、
本
条

例
案
の
第
６
条
の
利
用
料
を
無
料

と
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
原

委員会のうごき

案
と
修
正
案
を
一
括
し
て
討
論
を

行
っ
た
結
果
、
修
正
案
に
つ
い
て

は
賛
成
少
数
で
否
決
と
な
り
、
本

案
は
賛
成
多
数
で
原
案
通
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

◎
議
案
第
52
号　

斑
鳩
町
組
織
機

構
改
革
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備

に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

来
年
度
よ
り
実
施
予
定
の
機
構

改
革
に
伴
う
関
係
条
例
へ
の
整
合

性
及
び
文
言
整
理
と
の
こ
と
で
す
。

　

本
案
は
満
場
一
致
で
原
案
通
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

◎
議
案
第
54
号　

斑
鳩
町
町
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

　

平
成
27
年
度
の
地
方
税
制
の
改

正
に
伴
う
猶
予
制
度
の
見
直
し
、

町
タ
バ
コ
税
率
の
見
直
し
、
番
号

法
の
施
行
に
伴
う
書
類
等
の
記
載

欄
の
追
加
、
そ
の
他
の
法
令
改
正

に
よ
る
文
言
整
理
と
の
こ
と
で
す
。

　

本
案
は
満
場
一
致
で
原
案
通
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

◎
議
案
第
55
号　

斑
鳩
町
消
防
団

員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

平
成
27
年
10
月
１
日
施
行
の
共
済

年
金
が
厚
生
年
金
に
統
合
さ
れ
た
こ

と
に
伴
う
改
正
と
の
こ
と
で
す
。

　

本
案
は
満
場
一
致
で
原
案
通
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

◎
議
案
第
56
号　

平
成
27
年
度
斑

鳩
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４

号
）
に
つ
い
て

　

補
正
額
は
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
億
８
９
６
３
万
３
千
円
の
増
額

補
正
で
あ
り
、
歳
出
と
し
て
は
、

４
月
に
行
っ
た
人
事
異
動
等
に
よ

る
人
件
費
の
補
正
等
、
種
々
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

　

本
案
は
満
場
一
致
で
原
案
通
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

▲斑鳩文化財センター
　秋季特別展のようす
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春
の
陽
気
が
待
ち
遠

し
い
今
日
こ
の
頃
、皆
様

い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ

う
か
。

　

寒
い
季
節
に
は
、や
は

り
あ
た
た
か
い
も
の
が
恋

し
く
な
り
ま
す
。そ
こ

で
、今
号
の
表
紙
で
も
、

前
号
に
引
き
続
き
、町

内
の
お
風
呂
の
あ
る
施

設
を
ご
紹
介
い
た
し
ま

し
た
。

　

東
老
人
憩
の
家
は
幸
前
に
、西
老

人
憩
の
家
は
神
南
に
あ
り
、斑
鳩
町

に
お
住
ま
い
の
60
歳
以
上
の
方
で
し

た
ら
、ど
な
た
で
も
無
料
で
お
使
い
い

た
だ
け
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
寒
い
日
が
続
き
ま
す
が
、

風
邪
な
ど
召
さ
れ
ま
せ
ん
よ
う
、く

れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

  

（
坂
口
委
員
長
記
）

広
報
発
行
常
任
委
員
会

　

委 

員 

長　

坂　

口　
　
　

徹

　

副
委
員
長　

嶋　

田　

善　

行

　

委　
　

員　

宮　

﨑　

和　

彦

　
　

〃 　
　

中　

川　

靖　

広

〃 　
　

伴　
　
　

吉　

晴

〃 　
　

濱　

眞　

理　

子

議
会
の
日
程

議
会
の
日
程

　

開
会
時
間
は
、3
月
15
日（
火
）、18
日（
金
）は
午
後

1
時
30
分
、そ
の
他
は
午
前
9
時
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

（
広
報
発
行
常
任
委
員
会
は
本
会
議
終
了
後
）

　

日
程・時
間
は
、一部
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
議
会
事
務
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

議
会
事
務
局
☎
７
４‐１
０
０
１  

内
線
３
０
２

平
成
28
年
第
1
回
定
例
会

閉
会
中
の
委
員
会一

般
質
問

一
般
質
問

予
算
審
査
特
別
委
員
会

予
算
審
査
特
別
委
員
会

予
算
審
査
特
別
委
員
会

建
設
水
道
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

本
会
議
最
終
日

3
日（
木
）

4
日（
金
）

7
日（
月
）

8
日（
火
）

9
日（
水
）

10
日（
木
）

11
日（
金
）

14
日（
月
）

15
日（
火
）

18
日（
金
）

17
日（
水
）

18
日（
木
）

23
日（
火
）

24
日（
水
）

2
月

2
月

3
月

建
設
水
道
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

29
日（
月
）本
会
議
初
日

　
　
　
　

広
報
発
行
常
任
委
員
会

　議会活動の充実を図り、皆さまのご理解を得るために、町内の
各種団体等の皆さまとの懇談会を開催しています。
　９月２９日に、錦ヶ丘自治会の老人会である「錦会」と懇談会を
開催しましたので、その概要をご報告します。

錦
会
の
現
状
と
今
後
の
課
題
に

つ
い
て

　

活
動
場
所
や
活
動
資
金
、
会

員
数
な
ど
に
つ
い
て
の
現
状
と

今
後
の
課
題
に
つ
い
て
の
意
見

交
換
を
行
い
ま
し
た
。

懇
談
会
の
テ
ー
マ

錦…

錦
会　

議…
議
員

錦
錦
ヶ
丘
に
老
人
会
館
を
建
設

で
き
ま
せ
ん
か
。

議
町
の
財
政
状
況
か
ら
考
え
る

と
、
工
夫
が
必
要
で
す
。
自
治

会
活
動
等
の
場
所
と
し
て
借
家

を
使
う
場
合
、
そ
の
家
賃
に
対

す
る
補
助
が
あ
る
の
で
、
空
き

家
を
利
活
用
し
て
活
動
拠
点
と

さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

錦
地
域
の
自
主
性
に
よ
る
活
動

を
支
援
す
る
体
制
や
制
度
が
あ

れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。

議
平
成
26
年
度
か
ら
、
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
活
動
が
始
ま
っ
て

お
り
、
来
年
度
か
ら
活
動
提
案

事
業
を
募
集
、
補
助
金
を
交
付

さ
れ
る
予
定
で
す
。

主
な
内
容
・
ご
意
見

錦
町
の
広
報
紙
に
は
い
ろ
い
ろ

な
事
業
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
内
容
の
説
明
が
不
十
分
で

す
。
利
用
す
る
側
、
読
む
側
の

立
場
に
立
っ
た
広
報
紙
に
す
る

べ
き
で
す
。

錦
老
人
会
に
対
す
る
町
か
ら
の

補
助
金
は
、
町
老
連
の
分
担
金

を
支
払
う
と
ほ
と
ん
ど
残
り
ま

せ
ん
。

議
き
ち
ん
と
身
に
な
る
形
に
さ

れ
る
よ
う
努
力
し
ま
す
。

錦
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る

形
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
利

便
性
を
向
上
し
て
ほ
し
い
。

錦
老
人
会
の
活
動
が
共
助
と
し

て
充
実
す
れ
ば
、
介
護
給
付
費

の
抑
制
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

錦
「
自
助
」
を
自
覚
し
て
も
ら

う
た
め
、
高
齢
者
が
病
院
に
か

か
ら
な
か
っ
た
ら
還
元
す
る
こ

と
を
検
討
し
て
ほ
し
い
。

　
　
　
　
　

   

（
小
林
議
員
記
）

い
か
る
が
議
会
だ
よ
り

◆
〒
636-0198　

奈
良
県
生
駒
郡
斑
鳩
町
法
隆
寺
西
3-7-12　

☎
74-1001　

内
線
302

平
成
28年

2月
1日
発
行
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